


定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書

むつ市（以下「甲」という。）と佐井村（以下「乙」という。）は、平成２７年

１０月５日に締結した定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定を次の

とおり締結する。

別表第１中

「１ 医療

⑴ 診療体制の充実

取組の内容 診療体制の充実を図るため、中核病院を中心とした公
立病院及び診療所の医師確保に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、医師の派遣を行う。

乙の役割 甲と連携し、医師の派遣を受けるとともに、派遣に必
要な経費を負担する。

⑵ 医療環境の充実

取組の内容 中核病院を中心とした公立病院及び診療所の連携強化
を図るため、病院事業の共同運営をはじめとした各種
事業に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運 を
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑶ 初期救急医療体制の充実

取組の内容 初期救急医療体制の充実を図るため、むつ市内の民間
医療機関が実施する休日夜間診療体制の維持及び確保
に取り組む。

甲の役割 休日夜間診療体制を維持し、運営に必要な経費を負担
する。

乙の役割 甲が行う休日夜間診療体制の維持を支援するととも
に、必要に応じて経費を負担する。

」



「１ 医療

⑴ 診療体制の充実

取組の内容 診療体制の充実を図るため、中核病院を中心とした公
立病院及び診療所の医師確保に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、医師の派遣を行う。

乙の役割 甲と連携し、医師の派遣を受けるとともに、派遣に必
要な経費を負担する。

⑵ 医療環境の充実 に､

取組の内容 中核病院を中心とした公立病院及び診療所の連携強化
を図るため、病院事業の共同運営をはじめとした各種
事業に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

」

「３ 教育

⑴ 教育水準の向上及び教育相談の充実

取組の内容 教育水準の向上及び教育相談の充実を図るため、教育
研修施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。

甲の役割 教育研修施設を乙と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な
役割を担う。

乙の役割 教育研修施設を甲と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担する。

⑵ 次代を担う人財育成及び人財確保の強化

取組の内容 高校生をはじめとした次代を担う人財育成及び人財確
保の強化を図るため、首都圏等の大学と連携した各種
事業に取り組む。

甲の役割 人財育成及び人財確保事業の推進に関する団体を乙と を



共同で設置し、運営をはじめとした各種事業に必要な
経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 人財育成及び人財確保事業の推進に関する団体を甲と
共同で設置し、運営をはじめとした各種事業の実施に
協力する。

⑶ 大学と連携した地域の活性化

取組の内容 若者の視点を取り入れた、にぎわいと魅力があふれる
地域の形成を図るため、青森大学むつキャンパスと連
携し、圏域市町村のまちづくりをはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 乙及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行うとともに、中心的な役割を担う。

乙の役割 甲及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行う。

」

「３ 教育

⑴ 教育水準の向上及び教育相談の充実

取組の内容 教育水準の向上及び教育相談の充実を図るため、教育
研修施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。

甲の役割 教育研修施設を乙と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な
役割を担う。

乙の役割 教育研修施設を甲と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担する。

に､

⑵ 大学と連携した地域の活性化

取組の内容 若者の視点を取り入れた、にぎわいと魅力があふれる
地域の形成を図るため、青森大学むつキャンパスと連
携し、圏域市町村のまちづくりをはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 乙及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行うとともに、中心的な役割を担う。

乙の役割 甲及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化



に向けた取組を行う。
」

「４ 産業振興

⑴ 地域経済の活性化及び雇用対策の充実

取組の内容 地域経済の活性化及び雇用対策の充実を図るため、創
業支援事業をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を乙と共同で
設置し、創業に関する総合的な支援をはじめとした各
種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割
を担う。

乙の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を甲と共同で
設置し、創業に関する各種事業について、必要に応じ
て経費を負担する。

⑵ 産業振興体制の強化

取組の内容 地域産業の発展及び地域活性化を図るため、クラウド
ファンディングによる資金調達をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 産業振興の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 産業振興の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑶ 地域資源を活用した地域経済の拡大等

取組の内容 地域資源を活用した地域経済の拡大及び地域活性化を
図るため、地場産品の販路拡大事業をはじめとした各
種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、地場産品の販路拡大事業等を実施し、必
要な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、地場産品の販路拡大事業等を実施し、必 を
要な経費を負担する。

⑷ 広域観光体制の充実

取組の内容 観光資源の魅力をいかした広域観光体制の充実を図る



ため、観光ＰＲ等の各種事業に取り組む。

甲の役割 観光事業の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 観光事業の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑸ 豊かな農林業環境の維持（ニホンザル被害対策）

取組の内容 ニホンザルによる農作物被害等の防止を図るため、ニ
ホンザル被害対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 被害対策事業の推進に関する団体を乙と共同で設置
し、運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担
するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 被害対策事業の推進に関する団体を甲と共同で設置
し、運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担
する。

⑹ 豊かな農林業環境の維持（有害鳥獣等被害対策）

取組の内容 有害鳥獣等による農作物被害等の防止を図るため、有
害鳥獣等被害防止対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担する。

」

「４ 産業振興

⑴ 地域経済の活性化及び雇用対策の充実

取組の内容 地域経済の活性化及び雇用対策の充実を図るため、創
業支援事業をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を乙と共同で
設置し、創業に関する総合的な支援をはじめとした各
種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割
を担う。

乙の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を甲と共同で



設置し、創業に関する各種事業について、必要に応じ
て経費を負担する。

⑵ 産業振興体制の強化

取組の内容 地域産業の発展及び地域活性化を図るため、クラウド
ファンディングによる資金調達をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 産業振興の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 産業振興の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運 に､
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑶ 広域観光体制の充実

取組の内容 観光資源の魅力をいかした広域観光体制の充実を図る
ため、観光ＰＲ等の各種事業に取り組む。

甲の役割 観光事業の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 観光事業の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑷ 豊かな農林業環境の維持（有害鳥獣等被害対策）

取組の内容 有害鳥獣等による農作物被害等の防止を図るため、有
害鳥獣等被害防止対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担する。

」

「７ その他

⑴ 芸術文化の向上及び交流の場の提供

取組の内容 芸術文化の向上及び交流の場の提供を図るため、複合
文化施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。



甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、複合文化施設の共
同設置及び運営をはじめとした各種事業に必要な経費
を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、複合文化施設の共
同設置及び運営をはじめとした各種事業について、必
要に応じて経費を負担する。

⑵ スポーツ環境の充実

取組の内容 スポーツ及びレクリエーションを通じて交流と文化を
育み、健康で豊かな生活を実現するため、総合スポー
ツ施設等の環境整備及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。 を

甲の役割 総合スポーツ施設等の環境整備及び運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに、乙に幅
広く利用機会を提供する。

乙の役割 甲が運営する総合スポーツ施設等を積極的に活用する
とともに、必要に応じて各種事業の実施に協力する。

⑶ 消費生活の安全及び安心の確保

取組の内容 消費生活相談窓口の利便性の向上を図るため、消費生
活センターの共同設置及び運営をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 消費生活センターを乙と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心
的な役割を担う。

乙の役割 消費生活センターを甲と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担する。

｣

「７ その他

⑴ 芸術文化の向上及び交流の場の提供

取組の内容 下北地域における文化、教育、福祉、保健等の各種団
体等の研修の場、文化芸術のイベント等を通じて、健
康で豊かな生活の実現を図るため、下北文化会館の運
営をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 下北文化会館の運営をはじめとした各種事業に必要な



経費を負担するとともに、乙に幅広く利用機会を提供
する。

乙の役割 甲が運営する下北文化会館を積極的に活用するととも
に、必要に応じて各種事業の実施に協力する。

⑵ スポーツ環境の充実

取組の内容 スポーツ及びレクリエーションを通じて交流と文化を
育み、健康で豊かな生活を実現するため、総合スポー
ツ施設等の環境整備及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。 に

甲の役割 総合スポーツ施設等の環境整備及び運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに、乙に幅
広く利用機会を提供する。

乙の役割 甲が運営する総合スポーツ施設等を積極的に活用する
とともに、必要に応じて各種事業の実施に協力する。

⑶ 消費生活の安全及び安心の確保

取組の内容 消費生活相談窓口の利便性の向上を図るため、消費生
活センターの共同設置及び運営をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 消費生活センターを乙と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心
的な役割を担う。

乙の役割 消費生活センターを甲と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担する。

」

改める。

別表第２中

「２ 地域内外の住民との交流及び移住促進

交流、移住及び定住の促進

取組の内容 交流、移住及び定住の促進を図るため、空家等対策に
よる安全で安心なまちづくり等の各種事業に取り組
む。

甲の役割 空家等対策の推進に関する団体を乙と共同で設置し、 を
運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する




